












 

居宅介護支援 

＜令和６年４月１日現在＞ 

１．事業の目的 

社会福祉法人清風会が開設する『フラワー介護プランサービス』が行う指定居宅介護支

援の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業

所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供する

ことを目的とする。 

２．居宅介護支援を提供する事業者（法人）について 

法 人 名 社会福祉法人 清風会 

法人代表者職・氏名 理事長 手嶋 常次 

法 人 所 在 地 福岡市博多区金の隈３丁目２４番５５号 

設 立 年 月 日 昭和５１年３月３１日 

３．居宅介護支援事業所について 

 （１）事業所の概要 

事 業 所 名 フラワー介護プランサービス 

事業所代表者職・氏名 管理者  徳富 暁久 

事 業 所 所 在 地 
福岡市博多区金の隈３丁目２４番８号 

金隈老人保健施設フラワーハウス博多１階 

事 業 開 始 年 月 日 平成１１年８月１日 

介護保険事業所番号 ４０７０９００２３０ 

電 話 番 号 ０９２－５０４－３３５５ 

フ ァ ッ ク ス 番 号 ０９２－５０４－３８５１ 

サービ ス提 供地域 

福岡市  春日市  大野城市 筑紫野市  

太宰府市 那珂川市 糟屋郡 古賀市 

宗像市 

 

 （２）『フラワー介護プランサービス』の職員体制 

職種等 保有資格 常勤 業 務 内 容 

管理者 

（介護支援専門員兼務） 
介護福祉士 １名 

申請代行・介護認定 

居宅サービス計画作成 

他事業者連絡調整 

その他付随業務 
介護支援専門員 社会福祉主事 １名 

 



 

 （３）営業時間 

月 ～ 金 午前８時４５分 ～ 午後５時１５分 

   ※営業しない日  土日・祝祭日及び１２月２９日～１月３日 

 

４．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れ 

①家族または本人からの利用申込み 

②重要事項を説明し、利用者の同意を受ける 

③介護保険要支援・要介護認定申請書提出（本人または家族が提出するか代行申

請） 

④介護支援専門員による認定調査 

⑤要支援・要介護度決定 

⑥介護支援専門員による面接を行ない、居宅サービス計画原案作成 

（サービス担当者会議招集） 

⑦居宅サービス計画原案を説明し、利用者の文書による同意を受ける 

⑧居宅サービス計画の決定と実行 

⑨居宅サービス計画の実施状況の把握と、必要に応じての居宅サービス計画の変更 

⑩介護保険要支援・要介護認定の更新手続き 

 

※介護保険要支援・要介護認定の代行申請（③）からの利用のほか、要介護認定後の

居宅サービス計画作成（⑥）からの利用もできます。 

 

５．利用料金 

 （１）利用料 

 要  件 
介護保険

給付金額 

自己負担

金額 

居 宅 介 護 

支 援 費 

要介護１・２ の場合 11,620 円 

なし 

要介護３・４・５ の場合 15,097 円 

初 回 加 算 

新規に居宅サービス計画を作成した場合もしくは

要介護度状態区分の 2 段階以上の変更認定を受け

た場合、当該月についてのみ加算 

3,210 円 

入院時情報

連 携 加 算 

Ⅰ 

介護支援専門員が利用者の入院先の病院等の

職員に対して、入院した日のうちに、必要な情

報提供を行なった場合。 

2,675 円 

Ⅱ 

介護支援専門員が利用者の入院先の病院等の

職員に対して、入院した日の翌日又は翌々日

に、必要な情報提供を行なった場合。 

2,140 円 

 

 

 



 

 

 要  件 
介護保険

給付金額 

自己負

担金額 

退院・退所

加 算 

病院等もしくは介護保険施設等へ入院(所)していた利

用者が退院(所)し、居宅において居宅サービス等を利

用する場合において、病院等や介護保険施設等の職員

より、利用者に関する必要な情報を受けたうえで居宅

サービス計画を作成し、サービスの利用に関して調整

を行った場合 

 

なし 

1. カンファレンス以外の方法で情報を 1 回受ける 4,815 円 

2. カンファレンス以外の方法で情報を 2 回以上受け

る 
6,420 円 

3. カンファレンスにて、情報を 1 回受ける 6,420 円 

4. 情報を 2 回受け、うち 1 回はカンファレンスによ

る 
8,025 円 

5. 情報を 3 回受け、うち 1 回はカンファレンスによ

る 
9,630 円 

通院時情報

連 携 加 算 

病院又は診療所において医師の診察を受ける際に介護

支援専門員が同席し、医師等に対して利用者の心身の

状況や生活環境等の情報提供を行うと共に、医師等か

ら利用者に関する情報提供を受けた上で居宅サービス

計画に記録した場合 

535 円 

緊 急 時 等 

カンファレ

ン ス 加 算 

利用者の急変等に伴い、利用者に対する訪問診療を実

施している保険医療機関又は利用者の在宅療養を担う

保険医療機関の保険医の求めにより当該利用者宅で行

なわれるカンファレンスに参加し、必要に応じて居宅

サービス等の調整を行なった場合 

2,140 円 

ターミナル

ケアマネジ

メント加算 

末期の悪性腫瘍の利用者で、在宅にて死亡した方に対

し、その死亡日及び死亡日前 14 日以内 2日以上、その

居宅を訪問し、心身の状況等の記録を行い、主治医及

び居宅サービス事業者に、情報提供をした場合 

4,280 円 

・介護保険要支援・要介護認定の申請代行の自己負担はありません。 

・居宅介護支援にかかる費用は上記の金額となりますが、介護保険制度より全額給

付されますので、自己負担はありません。 

※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、１ヶ月に

つき要介護度に応じて上記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書

を発行します。このサービス提供証明書を後日、住民票のある市区町村の窓口に

提出しますと、払い戻しを受けられます。 

  

（２）交通費 

   上記３－（１）記載のサービス提供地域にお住まいのかたは無料です。 

   それ以外の地域にお住まいの方は、通常の事業実施地域を越えた地点から片道 

２０㎞以上の場合、1回の訪問につき１０００円の交通費をいただきます。 

 

 

 



 

６．『フラワー介護プランサービス』の居宅介護支援の特徴等 

（１）運営の方針 

要介護者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう、要介護

者の同意の下に適切な居宅サービス計画を作成し、その実現のため市町村や他

の事業者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

（２）公平・中立な介護サービスの提供 

    介護サービス計画の作成にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、複

数のサービス事業者の紹介を行い、またケアプランに位置付けたサービス事業

所の選定理由を明確にするなど、特定の種類・特定の事業者に偏ることのない

よう、公平かつ中立にマネジメントを実施します。 

（３）サービス利用のために 

事    項 有無 備    考 

介護支援専門員の変更 ○  

調査（課題把握）の方法 ○ 包括的自立支援プログラム 

介護支援専門員への研修の実施 ○ 
技術向上のため、定期的に研修を受け

ます。 

７．サービスに関する苦情 

（１）お客様相談・苦情担当 

『フラワー介護プランサービス』の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サ

ービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

（電話 ０９２－５０４－３３５５） 

   また、当法人が設置する苦情窓口（別紙２「苦情申出について」）においても受け

付けます。 

（２）当事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

お住まいの市区町村介護保険担当へご相談ください。 

 

（各市区町村の連絡先） 

福岡市各区保健福祉センター 

福祉・介護保険課 

春日市役所 高齢課 092-584-1111 

大野城市役所 介護サービス課 580-1860 

博多区 

東 区 

中央区 

南 区 

城南区 

早良区 

西 区 

092-419-1081 

645-1069 

718-1102 

559-5125 

833-4105 

833-4355 

895-7066 

筑紫野市役所 介護保険課 923-1111 

太宰府市役所 高齢者支援課 921-2121 

那珂川市役所 高齢者支援課 953-2211 

福岡県介護保険広域連合 

粕屋支部 
652-3111 

粕屋町役場 介護支援課 938-2311 

古賀市役所 高齢者福祉課 942-1144 

宗像市役所 介護保険課 0940-36-4877 

 



 

８．秘密の保持と個人情報の保護について 

 （１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

事業者及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及

びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘密を

保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

 （２）個人情報の保護について 

当事業所は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者及びその家族に関する個人情報を用いません。 

また、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また、処分の際にも第三者への漏洩を防止す

るものとします。 

９．事故発生時の対応について 

 （１） 当事業所は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には、

速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行いま

す。また、事故の原因を明らかにし、再発生を防ぐための対策を講じます。 

 （２） 当事業所は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠

償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




